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工事請負契約等に係る入札参加停止

不正又は不誠実な行為の再発を防止し、公共工事の受注者としてふさわしくないものを入札から
排除し反省を促すため、静岡県工事請負契約等に係る入札参加停止等措置要綱第２条第１項等
の規定に基づき、以下のとおり、入札参加停止を行います。

　１　入札参加停止の内容
　　　　　 　（1）静岡県工事請負契約等に係る入札参加停止等措置要綱別表第２第10号（不正又は不誠
                実な行為）に該当する。
　　　　　　 （２）物品調達等及び一般業務委託に係る入札参加停止基準第２条第７号（不正若しくは不誠
　　　　　     実な行為）に該当する。
　　　　 　　（３）情報システム開発等の業務委託に係る入札参加等の停止基準第２条第７号（不正若しく
                は不誠実な行為）に該当する。

　２　措置対象業者及び停止期間
項目 措置対象業者

商　　　号 富士通Ｊａｐａｎ株式会社
代表者氏名 代表取締役　國分　出
本店所在地 神奈川県川崎市幸区大宮町１－５
停止期間 １か月

　
 ３　入札参加停止の理由
      　富士通Ｊａｐａｎ株式会社の元社員が、当時勤務していた事務所等で親会社の営業秘密を不
　　　正に持ち出したとして、令和８年５月12日、不正競争防止法違反の疑いで埼玉県警に逮捕さ
　　　れた。

　４　停止期間の始期及び終期
　　　　令和８年７月７日から令和８年８月６日まで（１か月）

　　　　（参考）　　　　
　　　　　　静岡県工事請負契約等に係る入札参加停止等措置要綱別表第２第10号

措置要件 措置期間
業務に関し不正又は不誠実な行為をし、工事等の契約の相手
方として不適当であると認められるとき。

１か月以上９か月以内

　　　　　　物品調達等及び一般業務委託に係る入札参加停止基準第２条第７号
措置要件 措置期間

業務に関し法令に違反し、又は不正若しくは不誠実な行為をし
たために、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

１か月以上９か月以内

　　　　　情報システム開発等の業務委託に係る入札参加等の停止基準第２条第７号
措置要件 措置期間

業務に関し法令に違反し、又は不正若しくは不誠実な行為をし
たために、業務委託の契約の相手方として不適当であると認め
られるとき。

１か月以上９か月以内




